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本書は再生紙を使用しております。



再犯防止推進白書の刊行に当たって

法規範とそれを遵守する国民の意識が我が国の社会におけるあらゆる営みの基盤と
なっています。国民が互いに信頼し合える社会を創り、維持することこそ、法務行政に
課された使命と言えます。

再犯防止に向けた取組は、こうした使命を果たすために重要です。「第一次再犯防止
推進計画」（平成29年12月15日閣議決定）により、刑事司法関係機関を中心に進めら
れてきた再犯防止施策は、国・地方公共団体・民間協力者が一体となって取り組むべき
ものに発展し、様々な取組が積み重ねられてきました。そうした取組の成果は着実に表
れており、例えば、刑法犯により検挙された再犯者数は着実に減少し、「再犯防止に向
けた総合対策」（平成24年7月20日犯罪対策閣僚会議決定）において定められた「出所
年を含む2年間において刑務所に再入所する割合（2年以内再入率）を令和3年までに
16％以下にする」という数値目標を1年前倒しで達成することができました。

しかし、再犯防止に向けた取組は、道半ばであると考えています。再犯者数は着実に
減少しているものの、それを上回るペースで初犯者数も減少し続けているため、刑法犯
により検挙された者の約半数は再犯者という状況が依然として続いています。そこで、
新たな被害者を生まない「安全・安心な社会」の実現に向けて、より機能し始めた再犯
防止の取組を更に深化・推進するため、政府は、2023年度（令和5年度）からの5年
間を計画期間とする「第二次再犯防止推進計画」（令和5年3月17日閣議決定）を策定
しました。この計画では、新たに、犯罪をした者等が地域のセーフティーネットの中に
包摂され、地域社会に立ち戻っていくことができる環境を整備すべく、国・地方公共団
体・民間協力者がそれぞれの強みを生かしつつ連携して支援していくという理念、すな
わち「地域による包摂の推進」という理念を掲げ、国・地方公共団体・民間協力者の連
携をこれまで以上に進めていくこととしています。

再犯防止の取組は新たな段階に入ったところですが、今回で6回目の刊行となる本白
書は、より多くの国民の皆様に再犯防止の取組についての理解を深めていただけるよう、
政府が講じた施策だけでなく、民間協力者の方々の活動に関するコラムを掲載していま
す。また、特集では、かつて犯罪や非行をしたものの、その後に社会復帰を果たした当
事者の語りを取り上げ、これを基に、立ち直ることができた要因の分析を試みています。

立ち直りのためには、本人が努力を続けることはもちろんですが、こうした人たちを
いたずらに排除するのではなく、「生きづらさを抱えた要支援者」と捉え、個々の生き
づらさに沿った支援につなげていくという視点を持つことも大切です。本白書の発刊が、
国民の皆様が再犯防止への御理解を深めていただく一助となり、ひいては、「地域によ
る包摂」の実現につながっていくことを願っております。

法務大臣



○表紙の絵画作品について

「羽ばたく鳥」豊ケ岡学園（愛知県豊明市所在）

この作品は、豊ケ岡学園の在院者（当時）が制作した版画です。
少年院では、矯正教育の一環として、書道や美術作品等の創作活動を通じて、情

操を育むための働き掛けを積極的に行っています。
制作者は当初、自分の内面を素直に表現することが苦手でしたが、民間協力者で

ある美術の講師から独創性を褒められ、徐々に表現力を開花させていきました。
制作者は、社会で活躍する将来の自分に思いをはせ、この作品を制作し、豊ケ岡

学園を出院した今、家族・職場・仲間の支えを受け、時には壁にぶつかり、一進一
退を繰り返しながらも、この鳥のように大空に向かって羽ばたいているようです。

職員一同、制作者が、二度と非行をすることなく、この鳥のように輝きと力強さ
を失わず、羽ばたき続けてくれることを願っています。

各ページ下部の　  について
“幸福（しあわせ）の黄色い羽根”というシンボルマークです。
犯罪のない幸福で明るい社会を願うとの意味が込められています。
更生保護のシンボルマークであるひまわりの黄色と、刑期を終え出所した男性を

あたたかく迎える夫婦愛を描いた映画「幸福（しあわせ）の黄色いハンカチ」（1977
年（昭和52年）、山田洋次監督）から着想を得て、“社会を明るくする運動”への
賛同を示す身近な協力のしるしとして、2008年（平成20年）に生まれました。
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